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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
地
域

生
活
支
援
事
業
は
、
障
害
の
あ

る
人
々
の
自
立
を
支
え
る
サ
ー

ビ
ス
で
す
。
在
宅
や
、
通
所
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
に
入
所

し
て
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ

り
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

②
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
所
持
者
③
聞
き
取

り
調
査
な
ど
に
よ
り
②
と
同
等

と
認
め
ら
れ
る
者
④
支
援
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
障
害
児

※ 

40
〜
64
歳
で
介
護
保
険
に
お

け
る
特
定
疾
病
を
お
持
ち
の

人
、
65
歳
以
上
の
人
は
介
護

保
険
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

【
利
用
手
続
き
の
流
れ
】

①
相
談
・
申
請

②
聞
き
取
り
調
査
な
ど

③
認
定
審
査

④
支
給
決
定

　
そ
の
後
、
事
業
者
と
ご
自
身

で
契
約
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
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域

生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て

分　　類 主なサービス種類 主 な サ ー ビ ス 内 容

自宅・外出先
などでの支援

居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅での生活に介助を要する人を対象に、入浴や食事などの身体介護
および、家事援助、通院介護などのサービスを行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人を対象に、入浴や食事
の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報
の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護などの外出支援を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避する
ために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等
包括支援

常時介護を必要とする人に対し、居宅介護など複数のサービスを包括
的に行います。

移動支援事業 屋外での移動が困難な人を対象に、外出のための支援を行います。
コミュニケーション
支援事業

聴覚・言語機能などの障害により、手話での意思の疎通が必要な人に
手話通訳者を派遣します。

保育所等訪問支援 保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

泊まるところ 短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間（夜間を含む）施設で
入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

日中活動を
するところ

生活介護 常に介護を必要とする人に、日中の創作活動などの場や、食事、入浴
などの介護を提供します。

児童発達支援 未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由児を対象に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等
デイサービス

就学中の障害児を対象に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に生
活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

地域活動支援
センター事業

創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの便
宜を図ります。

日中一時支援事業 日中、介護する人がいないため一時的に見守りが必要な場合に見守り
や日常的な訓練、生活支援などを行います。

訓練を
するところ

自立訓練
（機能訓練）

一定の期間、身体機能の維持・回復のため、身体的リハビリテーショ
ンや歩行訓練などの支援を行います。

自立訓練
（生活訓練）

一定の期間、食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援を
行います。

仕事を
するところ

就労移行支援 一定期間、生産活動などの機会を提供することによって、就労に必要
な知識や能力の向上を図る訓練などを行います。

就労継続支援A型
（雇用型） 就労が困難な人に対して、必要な知識や能力向上訓練を行います。

就労継続支援B型
（非雇用型）

年齢や体力面で就労が困難な人に対して、必要な知識や能力向上訓練
を行います。

住むところ

共同生活援助
（グループホーム）

共同生活を営む人に、居住に対する相談や、日常生活上の援助を行い
ます。

共同生活介護
（ケアホーム） 共同生活の場で身体的な介護などを行います。

施設入所支援 施設に入所する人に、身体的な介護などを行います。
長期で医療を
受けるところ 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養

上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

－ 7－　 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'12/ ８月号 ８月は『北方領土返還運動全国強調月間』
　私たち一人ひとりの声を集結し、
　　北方領土の早期返還を実現させましょう。

子育て支援センター
　　　エンゼル通信

●チャイルドシート、ジュニアシート、幼児二人同乗用
自転車、自転車幼児用座席の貸出
　町内に居住している人に臨時的、短期的な貸し
出しを行っています。１ヵ月前から予約ができま
す。手続きには印鑑が必要です。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

●「パパとおひさま」（第２土曜日９：30～11：30）
　お父さんととっておきの楽しい時間を過ごしま
しょう。町内在住や、里帰り中の親子さんも遊びに
来て下さい。もちろんご家族でも大歓迎。室内でも
公園でも遊べます。

※いずれの事業も変更する場合があります。
　子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合い
ながらゆとりある子育てができるよう応援していま
す。親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃ
ん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育
児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30～11：30）
●ほっとるーむ（月～金曜日13：00～15：30）
●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30～15：00）

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
17日（金） ９：30 とことこエンゼル（１歳６カ月～２歳５カ月）
21日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）
24日（金） ９：30 わくわくキッズ（2歳 6カ月以上）
９月５日（水）10：30 子育てなるほど講座（テーマ「卒乳」）
９月10日（月）９：30 ふわふわベビー、にこにこベビー（0～ 1歳 5カ月）でリトミック

実施日 開始時間 場　　所
14日（火） ９：30 東部地域健康センター
16日（木） ９：30 中 央 ふ れ あ い 館

　
町
で
は
、
不
正
な
住
民
票
の

取
得
や
虚
偽
の
住
所
の
異
動
届

出
お
よ
び
戸
籍
の
届
出
な
ど
の

事
件
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、

窓
口
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。

▽
確
認
の
方
法

⑴
本
人
の
場
合

　
顔
写
真
の
つ
い
た
公
的
な
証

明
書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
な
ど
）
を
お
持
ち
の
人
は
、

１
点
で
確
認
し
ま
す
。
お
持
ち

で
な
い
人
は
、
健
康
保
険
証
と

年
金
手
帳
な
ど
、
本
人
で
あ
る

と
分
か
る
も
の
２
点
以
上
で
確

認
し
ま
す
。

⑵
代
理
人
の
場
合

　
本
人
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
書
面
（
委
任
状

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
代
理
人
の
本
人
確
認

（
⑴
本
人
の
場
合
と
同
じ
）
を

行
な
い
ま
す
。

※ 

⑴
・
⑵
以
外
の
人
は
、
正
当

な
請
求
理
由
が
な
い
限
り
、

本
人
確
認
に
ご
協
力
を

住
民
票
な
ど
の
証
明
書
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
正
当
な
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
書
類
な
ど
の
提
示

が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

●
住
民
基
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台
帳
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ー
ド
交
付

の
場
合

▽
確
認
の
方
法

⑴
本
人
確
認
書
類
を
２
点
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
健
康
保
険

証
、
年
金
手
帳
な
ど
か
ら
２
点

を
持
っ
て
、
窓
口
で
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

⑵
本
人
確
認
書
類
を
コ
ピ
ー
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
住
基
カ
ー
ド
の
不
正
取
得
な

ど
を
確
認
し
た
場
合

　
住
基
カ
ー
ド
の
不
正
取
得
、

運
転
免
許
証
の
偽
造
な
ど
を
確

認
ま
た
は
、
偽
変
造
が
疑
わ
れ

る
運
転
免
許
証
が
提
示
さ
れ
た

場
合
は
、
た
だ
ち
に
捜
査
機
関

に
通
報
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
大
切
な
個
人
情
報

を
守
る
た
め
、
窓
口
で
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
や
コ
ピ
ー
に

つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
各
証
明
書
な
ど
を
請

求
す
る
場
合
の
注
意
事
項
は
次

の
と
お
り
で
す
。
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証明書の種類 請求できる人 注意事項

住民票の写し 本人または同一世帯の人 親子でも別世帯
の場合は不可

戸籍証明書 同一戸籍に記載されている人、
配偶者・直系の親族

兄弟でも別戸籍
のものは不可

印鑑登録証明書 印鑑登録証（カード）を持参し
た人

本人でもカード
が無ければ不可

泫 弁護士などによる請求や自己の権利を行使する場合などを除く一般的
な場合です。


